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   Ｃ０７Ｃ 211/03     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｃ０７Ｃ 211/03    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月10日(2010.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルデヒドおよび／またはケトンと水素および第一級アミンおよび第二級アミンの群か
ら選択された窒素化合物との、不均一系触媒の存在下での反応によるアミンの製造法にお
いて、触媒が、水素化金属としての元素の周期表の第ＶＩＩＩ族の少なくとも１つの金属
と、付加的に酸化物担体上の助触媒とを包含するシェル触媒であって、その際、元素の周
期表の第ＶＩＩＩ族の金属の少なくとも８０％が、触媒の表面と、触媒の表面から計算さ
れた触媒の半径の最大８０％に相当する侵入深さとの間の層内に存在し、かつ助触媒が、
触媒の断面全体にわたって本質的に均一に分布していることを特徴とする、アミンの製造
法。
【請求項２】
　使用される触媒が１．５～１０ｍｍの直径を有し、かつ元素の周期表の第ＶＩＩＩ族の
金属の少なくとも８０％が、触媒の表面と、触媒の表面から計算された最大１０００μｍ
の侵入深さとの間の層内に存在することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　触媒の酸化物担体が酸化アルミニウムであることを特徴とする、請求項１または２記載
の方法。
【請求項４】
　使用される触媒の酸化物担体が、δ－、θ－およびα－酸化アルミニウムからの混合物
の形にある酸化アルミニウムであることを特徴とする、請求項１から３までのいずれか１
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項記載の方法。
【請求項５】
　触媒における元素の周期表の第ＶＩＩＩ族の金属がパラジウムであることを特徴とする
、請求項１から４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　触媒が、該触媒の全質量に対して０．０５～５質量％の含有率の周期表の第ＶＩＩＩ族
の金属を有することを特徴とする、請求項１から５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　触媒の助触媒が、元素の周期表の第ＩＢ族の金属であることを特徴とする、請求項１か
ら６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　元素の周期表の第ＩＢ族の金属が銀であることを特徴とする、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　元素の周期表の第ＶＩＩＩ族の金属と元素の周期表の第ＩＢ族の金属との原子比が０．
１～１０であることを特徴とする、請求項７または８記載の方法。
【請求項１０】
　酸化物担体を、元素の周期表の第ＶＩＩＩ族および第ＩＢ族の金属の硝酸塩および亜硝
酸塩を含有し、かつ硝酸で酸性にされている溶液で含浸し、乾燥およびか焼することによ
って触媒を製造することを特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　触媒を反応器中で固定床として配置することを特徴とする、請求項１から１０までのい
ずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　反応を連続的に行うことを特徴とする、請求項１から１１までのいずれか１項記載の方
法。
【請求項１３】
　反応を液相中で実施することを特徴とする、請求項１から１２までのいずれか１項記載
の方法。
【請求項１４】
　反応を、液相中で反応混合物の少なくとも５０質量％を有する液相中でまたは混合され
た液相／気相中で実施することを特徴とする、請求項１から１３までのいずれか１項記載
の方法。
【請求項１５】
　反応を、０．０１～２．００ｋｇ（カルボニル化合物）／リットル（触媒）／ｈの範囲
の－触媒容積および時間に対する供給物におけるアルデヒドまたはケトンの質量として測
定－触媒負荷量で実施することを特徴とする、請求項１から１４までのいずれか１項記載
の方法。
【請求項１６】
　反応を、５０～２８０℃の範囲の温度で実施することを特徴とする、請求項１から１５
までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　反応を、１～３２５ｂａｒの範囲の絶対圧で実施することを特徴とする、請求項１から
１６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
　窒素化合物を、使用されるアルデヒドおよび／またはケトンに対して０．９０～１００
倍のモル量で使用することを特徴とする、請求項１から１７までのいずれか１項記載の方
法。
【請求項１９】
　リスメラールとｃｉｓ－２，６－ジメチルモルホリンとの反応によってｃｉｓ－４－［
３－（４－ｔ－ブチルフェニル）－２－メチルプロピル］－２，６－ジメチルモルホリン
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を製造するための、請求項１から１８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２０】
　シクロヘキサノンとジメチルアミンとの反応によってＮ，Ｎ－ジメチルシクロヘキシル
アミンを製造するための、請求項１から１８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２１】
　アセトンとジメチルアミンとの反応によってＮ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－イソプロピルアミ
ンを製造するための、請求項１から１８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２２】
　アセトアルデヒドとＮ，Ｎ－ジイソプロピルアミンとの反応によってＮ－エチル－Ｎ，
Ｎ－ジイソプロピルアミン（ヒューニッヒの塩基）を製造するための、請求項１から１８
までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２３】
　シクロヘキサノンとシクロヘキシルアミンとの反応によってジシクロヘキシルアミンを
製造するための、請求項１から１８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２４】
　ブタナールとエチルアミンとの反応によってブチルエチルアミンを製造するための、請
求項１から１８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２５】
　エチルヘキサナールとビス（２－エチルヘキシル）アミンとの反応によってトリス（２
－エチルヘキシル）アミンを製造するための、請求項１から１８までのいずれか１項記載
の方法。
【請求項２６】
　シクロドデカノンとｔｒａｎｓ－２，６－ジメチルモルホリンとの反応によってＮ－（
シクロドデシル）－２，６－ジメチルモルホリンを製造するための、請求項１から１８ま
でのいずれか１項記載の方法。


	header
	written-amendment

